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公安委員会定例会議の開催概要

第１ 日時

令和５年７月２６日午後１時００分～午後３時３０分までの間

第２ 全体会議

なし

第３ 個別会議

１ 決裁事項

(1) 犯罪被害者等給付金の支給裁定について

傷害事件に係る障害給付金の支給裁定申請１件について上申があり、審議の

結果、犯罪被害者等給付金を支給する旨の裁定を行った。

(2) 大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例に基

づく代行聴聞結果及び行政処分の決定について

大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例に基

づく行政処分１件について上申があり、審議の結果、異性に対する好奇心をそ

そるような方法により客に接して酒類を提供し飲食をさせる行為の提供を行う

事業の停止を決定した。

(3) 刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律等の施行に伴う「処分基準」の一

部改訂について

「刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律」及び「性的な姿態を撮影する

行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消

去等に関する法律」の施行に伴い、「処分基準」の一部改定について上申があ

り、審議の結果、いずれも可として決裁した。

(4) 不服申立てに対する裁決について

ア 運転免許取消処分に対する審査請求事案

運転免許取消処分の取消しを求めた審査請求事案２件について、審議の結

果、当該各処分は道路交通法施行令の基準に従い適正に行ったものであるこ

とから、いずれも棄却とした。

イ 放置違反金納付命令処分に対する審査請求事案

放置違反金納付命令処分の取消しを求めた審査請求事案１件について、審

議の結果、当該処分は道路交通法に基づき適正に行ったものであることから

棄却とした。

(5) 意見要望等の受理について

意見要望等１９件の報告があり、審議の結果、それぞれ処理方針を決定した。
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(6) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく６月以上の営業

休止に係る行政処分の決定について

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「正当な事由

なく６月以上の営業を休止し、現に営業を営んでいないこと」に係る行政処分

２件について上申があり、いずれも風俗営業許可の取消しを決定した。

２ 報告事項

(1) 監察案件について

監察案件について報告があった。

(2) 街頭防犯カメラシステムの活用状況について

４月から６月末までの街頭防犯カメラシステムの複製データ活用状況等につ

いて報告があった。

(3) 刑事部主管に係る６月中の専決事務の処理状況について

６月中における刑事部主管に係る専決事務の処理状況について報告があっ

た。

(4) 集団示威運動等に係る専決事務の処理状況について

７月１０日から７月１６日までの間に受理した集団示威運動等の許可申請に

係る専決事務の処理状況について報告があった。

以 上


